
「働き方｣ が変わります!!

事業主の皆さまへ

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、

複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

2019年4月1日から
働き方改革関連法が順次施行されています

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日から！

時間外労働の上限規制が導入されます！

改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』を
ご覧ください。

１年間＝12か月

特別条項
（年間６か月まで）

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

岡山労働局・各労働基準監督署

◆以下の事業・業務は、上限規制
の適用が5年間猶予されます。
・自動車運転の業務
・建設事業、
・医師
・砂糖製造業

◆新技術・新商品等の研究開発業
務は上限規制の適用は除外され
ます。

※注意事項
・36協定の様式が変わります。

・限度時間を超える場合は労働
者の健康及び福祉を確保する
ための措置が必要となります。



年次有給休暇の確実な取得が必要です！
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

施行： 2019年４月１日～

※原則は、今まで従来どおり労働者からの申し出
による取得です。労働者が自ら取得した日数は、
5日間から控除することができます。

（例）労働者が自ら5日取得

→ 使用者の時季指定は不要
労働者が自ら3日取得
→ 使用者は2日を時季指定

４月１日
入社

１０月１日

10日付与
（基準日）

９月３０日

この１年間に５日間取得

（例）4月1日入社の場合

※労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成、
3年間保存する必要があります。

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に
休みます」

使用者の時季指定による取得（新設）

取得時季を申出

使用者労働者 時季を指定

労働者に意見を
聴取

｢○月×日に休んで
ください」

労働基準法において、労働者は、

１．雇入れの日から６か月継続して雇われている

２．全労働日の８割以上を出勤している

この２点を満たしていれば
年次有給休暇を
取得することができます。

継続勤務年数 ６か月
１年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

相 談 窓 口 の ご 案 内

労働基準監督署
労働時間相談・支援

コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。

岡山 労働基準監督署 TEL 086-225-0591 倉敷 労働基準監督署 TEL 086-422-8177

津山 労働基準監督署 TEL 0868-22-7157 笠岡 労働基準監督署 TEL 0865-62-4196

和気 労働基準監督署 TEL 0869-93-1358 新見 労働基準監督署 TEL 0867-72-1136



法改正に伴い、様式が変わります！
３６協定届の記載例 （様式第９号（第16条第１項関係））

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に
定めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。

労働者の過半数
で組織する労働
組合が無い場合
には、３６協定
の締結をする者
を選ぶことを明
確にした上で、
投票・挙手等の
方法で労働者の
過半数代表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。
使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま
せん。

押印も必要です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

時間外労働の上限は、月45時間、かつ、年360時間が原則です。特例による場っ合であっても、できる限
りこの水準に近づける努力が求められます。なお、 臨時的な特別の事情があって、月45時間・年360時間
を超える上限時間を設定して36協定を締結する場合は、様式第9号の2「労働喜寿関係主要関係様式」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/)を使用してください

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。

– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。その
場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/


このようにお悩みではないですか？

個別訪問によるご相談にも対応していますので、まずは

お気軽に、お近くの労働基準監督署にお問合せ下さい。

｢働き方改革｣ への取り組みを支えるため

を設置します。

中小企業事業主のみなさまへ

有給休暇をうまく使いたいのは
やまやまなんだけど･･･

残業時間を減らしたいとは思うけど、
どうすればいいんだろう？

うちの会社の
労働時間制度は
このままで
いいのかな･･･？

◆ 窓口相談、電話相談どちらでも受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

受付時間：８時３０分～１７時１５分（土･日･祝祭日を除く）

専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のようなご相談について、

お悩みに沿った解決策をご提案します。

時間外労働の上限設定などに取り組む際に利用可能な助成金

時間外･休日労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般

変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入

長時間労働の削減に向けた取組み

岡山労働局・各労働基準監督署

この他にも「働き方改革」に関する様々な支援を実施しています。裏面をご参照下さい。

岡山労働基準監督署：086-225-0591 倉敷労働基準監督署：086-422-8177
津山労働基準監督署：0868-22-7157 笠岡労働基準監督署：0865-62-4196
和気労働基準監督署：0869-93-1358 新見労働基準監督署：0867-72-1136



「非正規雇用労働者の処遇改善」、「弾力的な労働時間制度の構築」、
「生産性向上による賃金引上げ」など、人材の定着確保・育成に効果的な
労務管理に関する総合的な支援を行います。

◆社会保険労務士などの労務管理・企業経営の専門家が、個別相談援助や

電話相談により、技術的な支援を提供します。
◆セミナー、出張相談会も随時開催します。

岡山働き方改革推進支援センターのご案内(0120‐947‐188)

◆Web上で設問に答えると、自社の労務管理・安全衛生管理の診断が
できるほか、労働基準法の基本的な仕組みなどの情報を掲載しています。
（ＵＲＬ）http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/

ポータルサイト「スタートアップ労働条件」 スマートフォン
タブレットでも

◆労働基準関係法令の紹介・解説や、事案に応じた相談先の紹介
など、労働条件に関する悩みの解消に役立ちます。
（ＵＲＬ）http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

スマートフォン
タブレットでも

労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」

スマートフォン
タブレットでも

「働き方・休み方改善ポータルサイト」

（Ｈ30.５）

時間外労働等改善助成金のご案内
◆時間外労働の上限設定などに取り組む皆様を、４つのコースで強力サポート！

勤務間インターバル導入コース

職場意識改善コース テレワークコース

時間外労働上限設定コース

年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減への取
組み、所定労働時間を短縮して週40時間以下とする
取組みを支援します。

時間外労働の上限規制に対応するため、限度基準を
超える時間数で36協定（特別条項）を締結している
事業場が、一定の時間以下に上限設定を引き下げる
ことを支援します。

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテ
レワークを新規導入、または拡充して活用する取組
みを支援します。

休息時間が９時間以上となる「勤務間インターバル
(※)」を新規導入、対象労働者の範囲の拡大、休息
時間を延長する取組みを支援します。
※勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を
設けるものお問合せは都道府県労働局まで お問合せは都道府県労働局まで

お問合せは都道府県労働局まで お問合せはテレワーク相談センターまで

◆長時間労働の削減などにも効果的な人手不足・人材育成などに関する助成金もご活用いただけます。
詳しくは以下のＵＲＬのほか、都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせ下さい。
（ＵＲＬ）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

人手不足・人材育成などに関する助成金

◆Ｗeb上で設問に答えると、自社の働き方・休み方の改善に向けたヒントが
得られるほか、働き方・休み方改善に取り組む企業の事例などを掲載して
います。
（ＵＲＬ）http://work-holiday.mhlw.go.jp/

http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
http://work-holiday.mhlw.go.jp/


厚生労働省岡山労働局委託事業

まずは

相談くだ
さい！ 無料で　　　　　　　　　　いたします！

岡山働き方改革推進支援センター

問い合わせ先
は裏面をご覧

ください。

ご都合に合わせた相談方法が選べます

年次有給休
暇について

詳しく知りた
い

年次有給休
暇管理簿の

様式につい
て

就業規則へ
の記載方法

非正規雇用
の待遇改善

について

アドバイス
を受けたい

賃金規定を
チェックして

ほしい

進め方を聞
きたい

人手不足に
対応するた

めの支援を
受けたい

設備導入に
使える助成

金について

高齢者など
の働きやす

い環境づく
り

36協定につ
いて具体的

に知りたい

上限時間の
設定につい

て

新様式への
記載につい

て

割増賃金の
計算方法

秘密
厳守

相談
無料

①企業訪問　　②センター来所　　③電話・メール　　④出張相談会　　
①～④はすべて無料、すべて専門家（社会保険労務士など）が対応
●センターに専門家が常駐
●センター来所時は事前にご予約いただくと待ち時間なしで対応可能
●セミナーの講師派遣ができます

『
働
き
方
改
革
」

に
つ
い
て

ど
ん
な
こ
と
で
も

相
談
く
だ
さ
い
。

「働き方改革」準備できていますか？

相談方法

出張相談会企業訪問・

中小
企業の皆さまへ

フリーダイヤル　0120-947-188



労働時間削減対策は残業が多い会社だけに限りません

　　残業 45時間／月で 80時間／月もないから関係ないと思っていませんか？
　　残業時間の多い社員がいたら設備投資して残業を減らしますか？意識改革をしますか？
　　残業を減らす、有給休暇を取得するなんて無理と思っていませんか？
　　有給休暇取得で売上が下がると思っていませんか？
　　残業代を支払えば残業があってもいいと思っていませんか？

非正規雇用が多い会社は今から同一労働同一賃金対策をご検討ください

非正規雇用の労働条件を改善することが人手不足対策へと繋がっていきます！！

　　労働条件通知書は作成していますか？
　　業務内容は明確ですか？
　　通勤手当を支給していますか？
　　調整手当等の曖昧な支給内容の手当はありませんか？

こんな決めつけありませんか？

FAXでの相談申込票

岡山働き方改革推進支援センター
厚生労働省岡山労働局委託事業　
〒700-8556岡山市北区厚生町3丁目1番15号　
岡山商工会議所1階  中小企業支援部内　

フリーダイヤル　0120-947-188
086-206-2027

E-mail　hatarakikata@crest.ocn.ne.jp
URL　　https://www.oka-hatarakikata.com 9時から17時（土・日・祝除く）

FAX

至新見

至倉
敷

岡
山
駅

ホテル
グランヴィア岡山

ビックカメラ

イオンモール岡山
JR山

陽本線

JR吉備線

JR山
陽新幹

線

ANAクラウン
プラザホテル

岡山市役所光生病院

アーク
ホテル岡山

岡山商工会議所1階

御 社 名

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

業　　種

従業員数 人 （内、非正規　　　人）

ご担当者

ご希望相談方法に     お願いします。 　企業訪問 センター来所　　　　相談の上決定　　　

〇相談内容を具体的にご記入ください。

（部署・役職含む）



岡 山 労 働 局

１．死亡災害：2022年までに15％以上減少させ13人以下とする。（前計画期間との比較。以下同じ）

２．死傷災害（休業４日以上）：2022年までに5％以上減少させ1800人以下とする。

３．重点とする業種の目標

（1）建設業、製造業、林業：計画期間中の死亡災害を15％以上減少させる。

①建設業：墜落転落、崩壊倒壊及び建設機械等災害を15％以上減少させる。

②製造業：動力機械による災害を15％以上減少させる。

③林 業：伐木作業による災害を15％以上減少させる。

（2）道路貨物運送業、小売業、飲食店：期間中の災害を5％以上減少させる。

（3）社会福祉施設：期間中の災害を減少させる。

４．規模50人以上の事業場について、ストレスチェック結果を集団分析する事業場を90％

以上とし、集団分析結果の活用を推進する。

計画の目標

１．建設業
（1）墜落・転落災害の防止対策の推進
（2）建設用機械による災害防止対策の推進
（3）崩壊・倒壊による災害防止対策の推進
（4）建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する
基本的な計画を踏まえた設計の普及

（5）適正な工事発注と統括安全衛生管理体制の
構築と職務遂行の徹底

（6）解体工事における災害防止対策の推進
２．製造業
（1）機械設備による災害防止対策の徹底
（2）人材の育成
３．林業
（1）安全な伐倒作業、かかり木の処理作業の普及・定着
（2）防護衣着用の徹底

４．陸上貨物運送業
（1）荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく
基本的安全対策の徹底

（2）荷主事業者への協力依頼

５．第三次産業（小売業、社会福祉施設、飲食店）
（1）本社・本部等による事業場に対する
安全指導・援助の推進

（2）安全担当者選任等の安全管理体制の整備
（3）危険の見える化、ＫＹ活動の普及

【フルハーネス型安全帯】

正しく使おうフルハーネス
(建設業労働災害防止協会)

重点業種ごとの取り組み

シートがひっかかっても力ず
くに引っ張らない。

シートが貨物の角にひっか
かった際には、その場所に
行って直す。

保護帽を必ず
着用する。

引っ張る場合は、その反
動を予測して作業する。

作業はできるだ
け地上から。

車両のあおりに足をかけ
て作業をしない。

荷台上では背を荷台内側に。

胸ベルト

腿ベルト

肩ベルト

骨盤ベルト

ランヤード

ショック
アブソーバー

胴
ベルト

フック

Ｄ環

着脱式
連結ベルト



１．過労死等の防止等の健康確保対策

（1）企業における健康確保措置の推進

（2）産業医・産業保健機能の重要性、健康相談等の実施の推進

２．メンタルヘルス対策

（1）ストレスチェックの確実な実施と集団分析の実施・活用

（2）小規模事業場へのストレスチェック制度の普及

（3）労働者の心の健康の保持増進のための指針の推進

３．病気の治療と職業生活の両立に関する支援の充実

４．化学物質による健康障害防止対策

（1）ラベル表示、安全データシート（SDS）の交付の徹底と確認、リスクアセスメント実施の徹底

（2）化学物質を取り扱う労働者への安全衛生教育の充実

５．石綿による健康障害防止対策の推進

６．受動喫煙防止対策の普及・促進

７．第9次粉じん障害防止総合対策及び電動ファン付き呼吸用保護具の普及・促進

８．「STOP！転倒災害」プロジェクトを踏まえた転倒災害防止対策の徹底

９．その他の対策

（1）腰痛の予防対策として、身体的負荷軽減のための介護器具の普及促進

（2）JISに適合したWBGT値測定器の普及促進、測定結果に基づく熱中症予防対策の徹底

１．「６つの提言」を踏まえた安全衛生活動の促進

２．「安全点検の日」の定着、活用

企業（経営トップ）は、
一 安全文化を再構築するための企業トップの強力なリーダーシップの発揮
一 リスクアセスメントを有効活用するための指導者の育成
組織（職場単位等）は、
一 安全に関する技術・技能の組織的な伝承
一 各階層に応じた適正な指導の実施
個人（働く人）は、
一 常に結果を考えた行動の実施
一 リスクに対する感受性の醸成

毎月１日（又は、各事業場で定めた毎月一定の日）を「安全点検の日」として、全員
参加による安全点検を普及定着させることにより、労働者の労働災害防止意識の高
揚を図るとともに安全な職場環境の実現を図る。
また、安全点検の日においては労働者の行動についても点検を行うこととする。

４つのケアの推進
・セルフケア
・ラインによるケア
・産業保健スタッフによるケア
・外部機関によるケア

業種横断的な取り組み

安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進

労働災害防止団体等との連携、中小規模事業場への支援
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